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養父市告示第62号 

養父市老朽空き家等解体補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和５年６月26日 

養父市長  広 瀬   栄 

 

養父市老朽空き家等解体補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、養父市内の活用等の見込みが乏しい腐朽及び破損のある

老朽空き家等について、早期に解体除去を促し、周辺の生活環境に悪影響を及

ぼすことを未然に防ぐとともに、健全で快適なまちづくりを推進するため、老

朽空き家等の解体及び撤去を行う者に対し、その経費の一部を補助すること

について、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

(1) 旧耐震家屋 建築基準法（昭和25年法律第201号）第３条第１項に規定す

る建築物等に該当するものを除く、昭和56年５月31日以前に着工した家屋又

は着工した部分が延べ面積の過半を占める家屋をいう。ただし、宗教活動又

は政治活動に資するものでないものとする。 

(2) 空き家 居住その他の用に供していない家屋（倉庫等の工作物を含む。）

をいう。 

(3) 所有者等 空き家等を所有する者をいう。ただし、所有者が亡くなってい

る等不在の場合は、相続人、財産管理人その他当該空き家を管理すべき者と

する。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、旧耐震家屋のうち、腐朽又は破損のある、補助金交付申請時点で空き家で

あるものの所有者又は旧耐震家屋でない空き家であって、地元区長の同意に

より将来的に老朽化が進むと認められるもの（以下「老朽空き家等」という。）
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の所有者等であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

(1) 養父市税条例（平成16年養父市条例第60号）第２条第２項に規定する徴収

金及び養父市国民健康保険税条例（平成16年養父市条例第64号）第１項に

規定する国民健康保険税並びに市税外収入金（以下「市税等」という。）に

ついて未納付がない者 

(2) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第２条第１号に規定

する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第２号に規定する暴力団員(以

下「暴力団員」という。)又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者でな

い者 

(3) 国又は地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない者 

（補助対象工事） 

第４条 補助の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、当該老朽

空き家等の所有者等が解体工事業者へ請け負わせて実施する解体除却工事で

あって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

(1) 法人又は個人事業者が施行する工事であること。 

(2) 解体除去工事により敷地全体を更地の状態にする工事であること。ただ

し、老朽空き家等の一部又はこれに附属する門及び塀等を残置することが

安全上やむを得ない場合は、この限りでない。 

(3) この補助金の申請をした日の属する年度の２月末日までに完了する工事

であること。 

(4) 補助金の交付決定前に着手した工事でないこと。 

(5) 他の補助金等の対象となる工事でないこと。 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象工事の経費のうち、次の各号に掲げる経費を補助金交付の対

象とする。 

(1) 老朽空き家等の解体除去（動産の撤去を除く。）に要する経費 

(2) 老朽空き家等に附属する門及び塀等の撤去に要する経費 

(3) 老朽空き家等の敷地内の立木竹等（雑草を除く。）の伐採に要する経費 

(4) その他市長が必要であると認める経費 



-3- 

（補助金の額） 

第６条 市長は、予算の範囲内において、申請者に対し、次の各号に定める額の

いずれか少ない方の額を基準額とし、その額の５分の１以内かつ50万円を超

えない額を限度に補助することができる。なお、1,000円未満の端数がある場

合は、その端数を切り捨てるものとする。 

(1) 前条各号に要した解体除去及び伐採等に要した額 

(2) 国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の額（「標準除却費

のうちの除却工事費の額」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領（昭和

53年４月４日付け建設省住整発第14号）に基づき国土交通大臣が定める標準

除却費のうちの除却工事費の額で、この告示による補助金の交付を決定した

時点における額とする。） 

(補助申請及び交付決定) 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下｢補助申請者｣という。）は、補

助対象工事に着手する前に、養父市老朽空き家等解体補助金交付申請書（様式

第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

ただし、市長が認めたものについては、これを省略させることができる。 

(1) 養父市老朽空き家等解体補助事業実施計画書（様式第２号） 

(2) 付近見取図 

(3) 配置図（敷地と老朽空き家等の配置、附属する門塀の位置、立木竹の位置

等を記載したもの） 

(4) 現況写真 

(5) 建物の登記事項証明書（３か月以内のもの） 

(6) 見積書の写し（２社(者)以上の内訳の分かるもの） 

(7) 申請者が所有者と異なる場合にあっては、所有者等の同意書 

(8) 共有者等がある場合にあっては、共有者等の同意書 

(9) 老朽空き家等が旧耐震家屋でない場合にあっては、地元区長の同意書 

(10) 申請者及びその属する世帯員の市税等の未納付がないことを証明する

書類。ただし、市が申請者及びその属する世帯員の同意を得て、当該申請

者及びその属する世帯全員の市税等の納付状況を確認できる場合は、こ
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の限りでない。 

(11) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、養父市

老朽空き家等解体補助金交付（不交付）決定通知書（様式第３号）によりその

旨を当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により補助金を交付する決定（以下「交付決定」という。）

に際して、必要な条件を付すことができる。 

（補助対象工事の変更等） 

第８条 補助申請者は、補助金の交付決定後に補助対象工事を変更又は中止し

ようとするときは、速やかに養父市老朽空き家等解体補助金交付変更（中止）

申請書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得

なければならない。 

(1) 交付申請時の添付資料のうち、変更に係るもの（中止の場合は不要） 

(2) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、変更又

は中止を承認するときは、養父市老朽空き家等解体補助金交付変更（中止）承

認通知書（様式第５号）により当該申請者に通知し、変更又は中止を承認しな

いときは、理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 補助申請者は、補助対象工事の完了の日から起算して30日以内又は補

助交付決定のあった会計年度の３月15日のいずれか早い日までに、養父市老

朽空き家等解体補助事業実績報告書（様式第６号）に次の各号に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 領収書の写し 

(2) 除却工事完了後の写真 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の確定） 

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、速やかに内

容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、養父市老朽空き家等解体補助金



-5- 

確定通知書（様式第７号）により当該申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求等） 

第11条 補助申請者は、前条の通知を受けたときは、その日から起算して30日以

内又は当該通知を受けた年度の翌年度の４月10日のいずれか早い日までに、

養父市老朽空き家等解体補助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項に規定する請求に基づき補助申請者に補助金を交付する。 

（交付決定の取消し） 

第12条 市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定

の全部又は一部を取り消し、養父市老朽空き家等解体補助金交付取消通知書

（様式第９号）により通知するものとする。 

(1) この告示の規定に違反したとき。 

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 （補助金の返還） 

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときに、既に

補助金が交付されている場合は、その取消しに係る補助金について、期限を定

めて返還を請求するものとする。 

（その他） 

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。



 

様式第１号（第７条関係） 

年  月  日 

養父市長 様 

申請者 住 所           

 氏 名           

電話番号           

 

養父市老朽空き家等解体補助金交付申請書 

 

 養父市老朽空き家等解体補助金の交付を受けたいので、次のとおり養父市老朽空き家等

解体補助金交付要綱第７条第１項の規定により申請します。 

所 在 地  

所 有 者  

所 有 者 と の 続 柄 
□ 本人  □ 配偶者  □ 子  □ 孫 

□ その他（             ） 

附属する建築物・工作物  

補 助 金 交 付 申 請 額             円（千円未満切捨て） 

誓 約 事 項 

私は、養父市老朽空き家等解体補助金の申請を行うに当たり、次の事項及び提出書類の

内容について、事実に相違ないことを誓約します。 

また、後日、誓約した内容に違反する事実が判明した場合には、いかなる措置を受けて

も異存のないことを誓約します。 

１ 当申請に関して他の所有者、親族等との間で争いが生じた場合は、私の責任において

それらを解決し、他に一切の迷惑をかけないことを確約します。 

２ 市税等を納付していないこと（世帯状況の調査・確認されることについて同意します。）。 

３ 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第２条に規定する暴力団、暴力

団員又は暴力団密接関係者に該当しないこと。 

４ 他の補助金等の交付を受けていないこと。 

署名               

添付書類 

 (1) 養父市老朽空き家等解体補助事業実施計画書（様式第２号） 

 (2) 付近見取図 

 (3)  配置図（敷地と老朽空き家等の配置、附属する門塀の位置、立木竹の位置等を記載

したもの） 

 (4) 現況写真 

  (5) 建物の登記事項証明書（３か月以内のもの） 

 (6) 見積書の写し（２社(者)以上の内訳の分かるもの） 

 (7) 所有者等の同意書（申請者が所有者と異なる場合） 

 (8) 共有者等の同意書（共有者等がある場合） 

 (9) 地元区長の同意書（旧耐震家屋でない場合） 

 (10) 申請者及びその属する世帯員の市税完納証明書（申請時の同意による調査で確認

ができない場合） 

 (11) その他市長が必要と認める書類  



 

様式第２号（第７条関係） 

養父市老朽空き家等解体補助事業実施計画書 

１ 空き家等の概要 

所在地  

所有者  

空
き
家
等 

延床面積 ㎡ 

階数 階 

構造 造 

附属する建築物・工作物  

 

２ 除却工事の概要 

施
工
者 

住所  

会社名 担当者名（      ） 

電話番号  

除却工事着手予定日  

除却工事完了予定日  

 

３ 交付申請額の算出 

除却工事費（見積額）(a) 円 

国土交通大臣が定める標準

除却費のうちの除却工事費

の額 

木造 ㎡×   円/㎡＝     円 

鉄骨造 ㎡×   円/㎡＝     円 

合計(b) 円 

基準額(c) (a)と(b)の少ない方の額 円 

基準額×５分の１(d) (c)×1/5 円 

補助金交付申請額 
(d)と50万円の少ない方の額

(千円未満切捨て) 
千円 

 （注）変更申請の場合は、変更前の記載内容を上段に（  ）書きすること。 

  



 

様式第３号（第７条関係） 

第   号 

年  月  日 

           様 

 

養父市長         ㊞ 

 

養父市老朽空き家等解体補助金交付（不交付）決定通知書 

 

年  月  日付で申請のあった養父市老朽空き家等解体補助金について、

下記のとおり決定したので、養父市老朽空き家等解体補助金交付要綱第７条第２項の規

定により通知します。 

 

記 

 

１ 決定内容 

     交 付  ・  不 交 付 

 

２ 空き家等の所在地 

 

３ 交付決定額 

                          円 

 

４ 条 件 

 

（不交付の場合はその理由） 

  



 

様式第４号（第８条関係） 

  年  月  日 

養父市長 様 

 

申請者 住 所           

 氏 名           

電話番号           

 

養父市老朽空き家等解体補助金交付変更（中止）申請書 

 

   年  月  日付   第  号で交付決定のあった養父市老朽空き家等解

体補助金について、下記のとおり変更（中止）したいので、養父市老朽空き家等解体補

助金交付要綱第８条第１項に規定により申請します。 

 

記 

 

１ 特定空き家等の所在地 

 

２ 特定空き家等に附属する建築物・工作物 

 

３ 変更（中止）の内容 

 

４ 変更（中止）の理由 

 

５ 添付書類 

 （1）交付申請時の添付資料のうち、変更に係るもの（中止の場合は不要） 

 （2）その他市長が必要と認める書類 

 

  



 

様式第５号（第８条関係） 

 第  号 

  年  月  日 

           様 

 

養父市長         ㊞ 

 

養父市老朽空き家等解体補助金交付変更（中止）承認通知書 

 

   年  月  日付で申請のあった養父市老朽空き家等解体補助金交付変更（中止）

申請について、下記のとおり承認したので、養父市老朽空き家等解体補助金交付要綱第

８条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 当初交付決定年月日・番号 

     年  月  日   第  号 

 

２ 当初交付決定額           円 

 

３ 変更交付決定額           円 

 

４ 特定空き家等の所在地 

 

５ 特定空き家等に附属する建築物・工作物 

 

６ 条件 

 

  



 

様式第６号（第９条関係） 

  年  月  日 

養父市長 様 

申請者 住 所           

   氏 名           

    電話番号           

 

養父市老朽空き家等解体補助事業実績報告書 

 

   年  月  日付   第  号をもって、交付決定のあった養父市老朽空き家

等解体補助事業の実績について、次のとおり養父市老朽空き家等解体補助金交付要綱第

９条の規定により報告します。 

 

所在地  

所有者  

所有者との続柄 □ 本人  □ 配偶者  □ 子  □孫 

□ その他（               ） 

補助対象経費 円 工 事

期 間 

着手      年  月  

日 

補助金交付申請額 円 完了      年  月  

日 

 

添付書類 

 (1) 領収書の写し 

 (2) 除却工事完了後の写真 

 (3) その他市長が必要と認める書類 

  



 

様式第７号（第10条関係） 

 第  号 

  年  月  日 

 

            様 

 

養父市長         ㊞ 

 

養父市老朽空き家等解体補助金確定通知書 

 

     年  月  日付で実績報告のあった養父市老朽空き家等解体補助金につ

いて、下記のとおり補助金を確定したので、養父市老朽空き家等解体補助金交付要綱第

10条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の交付決定通知額          円 

 

２ 補助金の交付確定額            円 

 

 

 



 

様式第８号（第11条関係） 

 

養父市老朽空き家等解体補助金交付請求書 

金                 円 

 

 

  年  月  日付   第   号をもって、確定通知のあった補助金について、

養父市老朽空き家等解体補助金交付要綱第11条第１項の規定により、上記のとおり請求

します。 

 

 

  年  月  日 

 

養父市長 様 

 

住 所 

氏 名            

 

補助金の交付（振込）先 

金 融 機 関 名  

店 舗 名           本店・本所・支店・支所・出張所・代理店 

口 座 種 目 １ 普通  ２ 当座  ３その他（       ） 

口 座 番 号         

口 座 名 義 人 

フリガナ 

 

 

  



 

様式第９号（第12条関係） 

 第  号 

  年  月  日 

 

            様 

 

養父市長         ㊞ 

 

養父市老朽空き家等解体補助金交付取消通知書 

 

 

    年  月  日付   第   号で交付決定をした養父市老朽空き家等解

体補助金については、下記のとおり交付の決定を取り消しましたので、養父市老朽空

き家等解体補助金交付要綱第12条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 １ 取り消した空き家等の所在地 

 

 

 

 ２ 取 消 理 由 

 

 


